
国土交通省 土地・水資源局 国土調査課 



地 籍 調 査  
～なぜ今必要なのか～ 

　国土調査法に基づく地籍調査は、昭和26年に開始され、徐々に実

績を上げてきています。しかし既に調査が完了している市町村がある

一方で、いまだに調査に未着手の市町村も存在しており、各都道府県

ごとの進捗率のバラツキも大きくなっている状況にあります。 

 

　未着手市町村の中には、地籍調査の必要性や有効性については

一定の理解を示しているものの、財政状況が厳しい、長期にわたって

財政的・人員的負担が必要となるのではないか、といった理由から、調

査に踏み切れないでいるところもあります。 

　あるいは、地籍調査の効果を受けるべき道路管理部局や都市計画

部局などが、国・都道府県からの補助により行われる地籍調査の仕組

み自体を知らないケースもあります。 

 

　しかしながら、地籍調査は土地をめぐる行政活動・経済活動すべて

の基礎データを築くものであり、いずれは全国すべての地域で完了さ

れるべきものです。 

　また、地籍調査への着手が遅れてしまうと、土地境界の調査に必要

な「人証」や「物証」が失われ、時間が経過すればするほど調査が

困難になることも予想されます。 

 

　このパンフレットは、主に市町村職員等の皆様に、地籍調査の必要

性や効果について改めて理解を深めていただき、未着手市町村にお

いてできる限り速やかに調査を開始し、一日も早く全国で地籍調査が

完了することを目指すものです。 
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　早急な地籍調査の実施が必要であるに
も関わらず、調査が難しく進捗が遅れてい
る都市部において、官民境界（道路など街
区の外周位置）について測量等の調査を行
い、基礎的情報の整理を行うものです。尚、
この調査結果は、実施先の市町村に送ら
れ、地籍調査の推進につながる他、基礎デ
ータとして様々な場面で有効利用されま
す。

　地籍調査推進のための人員確保が困難になってきていること、民間において調査実施能力
が向上していることを踏まえ、調査を適正かつ確実に実施することができる民間法人等に各
工程を一括して委託し、調査面積の拡大や効率的な調査を行うものです。

都市部官民境界基本調査

地籍調査事業（委託）

山村境界基本調査

　地権者の高齢化・不在村化等により、現況の把握すら困難となっている山村部において、
境界に関する情報が失われる前に、主要な境界点について調査を行い、補助基準点を設置し、
山村部における境界情報を保全するものです。なお、この調査結果は、実施先の市町村に送
られ、効率的で円滑な地籍調査の実施につなげるものです。
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　昭和26年の国土調査法制定以来、全国の市町
村の約8割が調査に着手しています。そのうち約2
割の市町村は既に調査を完了し、成果を利活用し
ています。
　全国ベースでは、国有林等を除いた要調査面積
の48％の調査が終了しています。

































地籍調査実施前後における地目別面積の変動

（km2） （km2） 　 ／ 　 ＊100
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●　左の表は、昭和45年度から
平成21年度までに認証された
成果を集計した結果です。
　　平均で26％の縄伸びが見ら
れています。

注1）昭和４５年～平成21年度に認証された成果の集計である。
注2）調査前後とも長狭物（用悪水路、井溝、公衆用道路等）を除いて集計している。
注3）調査前後で地目が変更しているものを含む。
注4）その他は、塩田、鉱泉地、池沼、牧場、墓地、境内地、溜池、公園及び雑種地等である。
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